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練馬区産業振興基本計画の策定について 

 
 練馬区商工業振興計画(平成 23～26 年度)、練馬区農業振興計画（平成 23～
32 年度）、練馬区地域共存型アニメ産業集積活性化計画（平成 21～26 年度）
および練馬区観光事業プランについて、以下のとおり各計画を統合し、平成 27
年度からの新たな計画を策定する。 

 
１ 計画策定の趣旨 

  区内の中小企業を取り巻く環境は、少子高齢化の進行や情報化社会の進展

など大きな構造変化の中にある。区は、これまで練馬区商工業振興計画をは

じめとする４つの計画を策定し、産業振興に取り組んできたところである。          

こうした中にあって、練馬区の緑豊かな住宅都市としての強みを活かした産

業振興をより一層推進するには、他の計画との連携を強化することや、まちづ

くり分野と連携した施策を展開するなど、新たな方向性を示していく必要があ

る。そこで、産業分野に係るそれぞれの計画を統合し、練馬区産業振興基本計

画を策定する。 

なお本計画は、区政運営の新しいビジョンとの整合を図り、新しいビジョン

における戦略計画を含んだ分野別計画とし、平成２７年度から３１年度までの

５年間の計画とする。 

 

２ 検討組織の設置 

 (1) 専門家委員会 

計画の策定に向けて、学識経験者、産業経済団体、区内事業者等による

専門家委員会を設置し、専門的見地から計画への意見を伺い、計画策定の

参考とする。 

 (2) 庁内検討組織 

具体的な方針や事業案を策定するために、関係部課長で構成する庁内検

討組織を設置する。 

  

３ 策定スケジュール（予定） 

  平成２６年１０月 専門家委員会 設置 

  平成２７年 ３月 計画（素案）作成 

４月 区民意見反映制度による区民意見の聴取 

        ６月 計画策定 
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